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改めて賃金を問い直す
――賃金体系と今季労使交渉の課題

　日本的雇用システムの一つである「年功的処遇」は、これまでも賃金制度における課題として、さ

まざまな修正が加えられてきた。しかし、賃金構造基本統計調査（厚労省）などによるデータをみると、

年齢や勤続を重ねるにしたがい給与が右肩上がりとなる賃金体系（カーブ）は依然として残っている（図

表１）。こうしたなか、昨年12月16日に取りまとめられた「経済の好循環実現に向けた政労使会議」

の文書（P26～27参照）に賃金体系のあり方に関する見直しが盛り込まれた。そこで、今号の特集は「改

めて賃金を問い直す」と題して、現在の賃金制度・体系について、当機構の調査および識者の寄稿（有

識者アンケート）から、現状分析を踏まえた課題を抽出する。さらに、デフレからの脱却に向けた二

巡目の取り組みとして注目された政労使会議の取りまとめのポイントを紹介しつつ、2015春季労使

交渉における労働側の要求動向および経営側の指針などを取り上げる。

特 集

春季労使交渉をめぐる諸問題について意見交換した連合と経団連（今年１月29日）の懇談会
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１

政
労
使
会
議
で
「
賃
金
体
系

の
あ
り
方
」
が
議
題
に

　

昨
年
九
月
二
九
日
に
再
開
さ
れ
た
政
労
使

会
議
で
も
っ
と
も
注
目
を
集
め
た
の
が
、
安

倍
晋
三
首
相
の
「
子
育
て
世
代
の
処
遇
を
改

善
す
る
た
め
に
も
、
年
功
序
列
の
賃
金
体
系

を
見
直
し
て
、
労
働
生
産
性
に
見
合
っ
た
賃

金
体
系
に
移
行
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」

と
の
発
言
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
労
働

側
の
相
原
康
伸
・
自
動
車
総
連
会
長
が
「
賃

金
構
造
、
賃
金
カ
ー
ブ
は
労
使
で
作
り
こ
ん

で
き
た
も
の
。
付
加
価
値
生
産
性
の
視
点
だ

け
で
い
い
の
か
」
と
疑
義
を
呈
し
た
。

　

第
二
回
会
合
（
一
〇
月
二
二
日
）
で
経
団

連
の
榊
原
定
征
会
長
は
、
二
〇
一
三
年
に
実

施
し
た
「
人
事
・
労
務
に
関
す
る
ト
ッ
プ
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
調
査
」
の
結
果
を
紹
介
し
、

「
回
答
企
業
約
六
三
〇
社
の
八
割
が
、
年
功

的
な
昇
給
の
割
合
を
減
ら
し
た
、
あ
る
い
は

廃
止
し
た
と
回
答
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
年

功
的
な
仕
組
み
を
見
直
し
た

企
業
で
も
、
若
年
層
に
つ
い

て
は
対
象
外
と
し
た
と
こ
ろ

が
約
三
割
あ
る
」
と
企
業
の

実
情
を
報
告
し
た
。

　

ま
た
二
〇
一
四
年
の
同
調
査
に
よ
る
と
、

「
今
後
、目
指
し
た
い
賃
金
カ
ー
ブ
の
形
状
」

を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
図
表
２
の
よ
う
に
「
上

昇
後
査
定
変
動
型
」
と
し
た
企
業
が
六
二
・

九
％
と
も
っ
と
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の

結
果
を
踏
ま
え
て
、
今
春
労
使
交
渉
・
協
議

の
指
針
と
な
る
『
二
〇
一
五
年
版
経
営
労
働

政
策
委
員
会
報
告
』
で
は
、「
勤
続
年
数
に
比

例
し
て
能
力
の
伸
長
が
期
待
で
き
る
若
年
層

に
つ
い
て
は
、
安
定
的
に
昇
給
さ
せ
る
一
方
、

蓄
積
し
た
能
力
を
発
揮
し
、
付
加
価
値
を
創

出
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
中
堅
層
以
上
に

対
し
て
は
、
個
々
人
の
仕
事
・
役
割
・
貢
献

度
や
就
い
て
い
る
職
種
・
職
掌
に
応
じ
て
昇

給
の
有
無
や
昇
給
額
を
決
定
す
る
仕
組
み
の

導
入
が
見
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

一
方
、
同
回
の
会
議
で
Ｕ
Ａ
ゼ
ン
セ
ン
の

逢
見
直
人
会
長
は
、「
い
わ
ゆ
る
『
年
功
型
賃

金
』
を
表
す
と
さ
れ
る
賃
金
カ
ー
ブ
は
、
全

体
と
し
て
水
準
が
低
下
し
、
カ
ー
ブ
が
な
だ

ら
か
に
な
り
、
分
散
は
拡
大
し
て
い
る
。
い

わ
ゆ
る
成
果
主
義
へ
の
改
定
は
進
む
も
、
直

近
で
は
一
段
落
し
て
い
る
。
企
業
は
内
部
育

成
・
昇
進
を
重
視
し
て
い
る
」
と
報
告
し
た
。

賃
上
げ
と
い
う
単
年
度
の
対
応
に
と
ど
ま
ら

な
い
、
賃
金
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
労
働

側
は
「
労
使
自
治
」
で
決
め
る
も
の
と
の
原

則
か
ら
、
同
会
議
で
の
議
題
と
し
て
取
り
上

げ
る
こ
と
自
体
に
違
和
感
を
強
く
し
た
よ
う

だ
。２

不
満
が
満
足
を
上
回
る「
賃
金
、

収
入
」「
評
価
」

　

で
は
、
賃
金
を
め
ぐ
る
課
題
に
つ
い
て
、

働
く
側
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
企
業
に
お
け
る
賃
金
体
系
の
現
状
と

課
題
は
ど
う
か
。そ
れ
ぞ
れ
労
働
政
策
研
究
・

研
修
機
構
の
調
査
な
ど
か
ら
概
観
し
て
み
る
。

　

ま
ず
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
「
第
二
回
日
本
人
の

就
業
実
態
に
関
す
る
総
合
調
査
」（
二
〇
一
四

年
一
一
月
発
表
、
有
効
回
答
四
五
七
三
人
）

図表 1 　年齢階層別の所定内給与の変化（1997 ⇒ 2013 年）

図表 2　今後、目指したい賃金カーブの形状

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

資料出所：経団連「2014 年人事・労務に関するトップマネジメント調査結果」
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か
ら
、
今
の
仕
事
に
つ
い
て
の
満
足
の
状
況

を
Ｄ
．
Ｉ
．（
満
足
―
不
満
） 

で
み
る
と
、「
不

満
」
に
思
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
は
「
賃
金
、

収
入
」（
マ
イ
ナ
ス
五
・
九
）
と
「
能
力
・
実

績
に
対
す
る
会
社
か
ら
の
評
価
」（
マ
イ
ナ
ス

〇
・
七
）
だ
け
だ
っ
た
（
図
表
３
）。「
雇
用
・

就
業
の
安
定
性
」（
プ
ラ
ス
二
九
・
七
）、「
仕

事
内
容
」（
プ
ラ
ス
二
五
・
九
）、「
作
業
環
境
」

（
プ
ラ
ス
二
〇
・
二
）
な
ど
は
「
満
足
」
し

て
い
る
人
の
ほ
う
が
多
い
。

　

正
規
従
業
員
と
非
正
規
従
業
員
の
Ｄ
．
Ｉ
．

を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
す
る
と
、「
賃
金
、
収
入
」

に
つ
い
て
は
正
規
従
業
員
マ
イ
ナ
ス
五
・
六
、

非
正
規
従
業
員
マ
イ
ナ
ス
六
・
二
、「
能
力
・

実
績
に
対
す
る
会
社
か
ら
の
評
価
」
は
正
規

従
業
員
マ
イ
ナ
ス
〇
・
二
、
非
正
規
従
業
員

マ
イ
ナ
ス
二
・
一
と
、
ど
ち
ら
も
正
規
従
業

員
よ
り
非
正
規
従
業
員
で
「
不
満
」
と
す
る

割
合
が
高
い
。
た
だ
し
、
前
回
の
二
〇
一
〇

年
調
査
と
比
べ
る
と
、「
能
力
・
実
績
に
対
す

る
会
社
か
ら
の
評
価
」
に
つ
い
て
は
、
非
正

規
従
業
員
で
前
回
に
続
き
今
回
も
マ
イ
ナ
ス

と
な
っ
た
の
に
対
し
、
前
回
プ
ラ
ス
だ
っ
た

正
規
従
業
員
で
は
今
回
、
プ
ラ
ス
か
ら
マ
イ

ナ
ス
に
転
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
働
く
側
か
ら
み
た
仕
事
に

関
す
る
不
満
は
、「
賃
金
・
収
入
」
お
よ
び
「
評

価
」
で
も
っ
と
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
結
果
か
ら
も
、
人
事
・
労
務
に
お
け
る

賃
金
と
評
価
制
度
を
め
ぐ
る
課
題
の
重
さ
を

あ
ら
た
め
て
認
識
で
き
る
。

３

一
〇
〇
～
九
九
九
人
で
ウ

エ
ー
ト
が
高
い
「
年
齢
・
勤

続
給
」
の
割
合

　

で
は
、
企
業
は
現
在
、
ど
の
よ
う
な
賃
金

体
系
を
と
り
、
今
後
ど
の
よ
う
に
見
直
そ
う

と
し
て
い
る
の
か
。
賃
金
体
系
は
月
例
賃
金

の
所
定
内
給
与
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
基
本
給

の
賃
金
項
目
の
構
成
で
形
成
さ
れ
る
。
賃
金

項
目
と
し
て
は
、
年
功
カ
ー
ブ
を
描
き
や
す

い
年
齢
・
勤
続
給
お
よ
び
勤
続
に
よ
る
能
力

の
伸
長
を
前
提
と

す
る
職
能
給
の
ほ

か
、
職
務
給
、
役

割
・
職
責
給
、
成

果
・
業
績
給
な
ど

か
ら
な
る
。
こ
の

う
ち
単
一
の
項
目

の
み
で
賃
金
体
系

を
構
成
す
る
企
業

も
あ
る
が
、
多
く

は
複
数
の
賃
金
項

目
を
組
み
合
わ
せ

る
ケ
ー
ス
が
多
い
。

　

経
団
連
「
二
〇

一
四
年
人
事
・
労

務
に
関
す
る
ト
ッ

プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
調
査
」(

四
九

七
社)

に
よ
る
と
、

「
単
一
項
目
」
が

二
〇
％
、「
二
項

目
」
が
三
五
％
、

「
三
項
目
以
上
」

が
四
五
％
と
な
っ

て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
が
二
〇
一
四
年
に

実
施
し
た
「
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方

に
関
す
る
調
査
」（
有
効
回
答
一
〇
〇
三
社
）

か
ら
、
賃
金
項
目
の
構
成
ウ
エ
ー
ト
を
管
理

職
・
非
管
理
職
別
、
企
業
規
模
別
に
み
て
み

よ
う
。

　

ま
ず
、
非
管
理
職
（
平
均
選
択
数
二
・
一

項
目
）
に
つ
い
て
、
一
万
人
以
上
で
は
「
職

能
給
」（
三
七
・
〇
％
）、「
役
割
・
職
責
給
」（
二

七
・
一
％
）
の
ウ
エ
ー
ト
が
高
い
が
、「
年
齢
・

勤
続
給
」
の
ウ
エ
ー
ト
は
九
・
八
％
と
一
割

を
切
っ
て
い
る
（
図
表
４
）。

　

一
〇
〇
～
九
九
九
九
人
の
従
業
員
規
模
で

は
、「
職
能
給
」
が
す
べ
て
三
割
超
で
も
っ
と

も
構
成
ウ
エ
ー
ト
が
高
い
と
い
う
共
通
項
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。九
九
人
以
下
で「
職

務
給
」
の
ウ
エ
ー
ト
が
も
っ
と
も
高
い
（
二

九
・
九
％
）
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
の

一
方
、「
年
齢
・
勤
続
給
」
の
ウ
エ
ー
ト
が
他

の
規
模
よ
り
高
い
の
は
従
業
員
一
〇
〇
～
二

九
九
人
（
二
七
・
六
％
）、
三
〇
〇
～
九
九

九
人
（
二
七
・
二
％
）
で
あ
る
点
が
注
目
さ

れ
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
中
堅
・
中
小
の

企
業
で
、
年
功
的
な
賃
金
項
目
が
見
直
さ
れ

て
い
な
い
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

い
わ
ゆ
る
成
果
主
義
型
賃
金
制
度
の
項
目

と
さ
れ
る「
成
果
・
業
績
給
」に
つ
い
て
は
、全

体
で
一
割
に
満
た
ず
、一
万
人
以
上
で
は
三
・

八
％
に
過
ぎ
な
い
。そ
の
一
方
、従
業
員
規
模

の
増
加
と
と
も
に
「
役
割
・
職
責
給
」
の
ウ

エ
ー
ト
が
高
ま
っ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

４

極
め
て
ウ
エ
ー
ト
低
い
一
万

人
以
上
の
管
理
職
の
「
年
齢
・

勤
続
給
」

　

ま
た
、
管
理
職
を
み
る
と
、
一
万
人
以
上

で
は
「
職
能
給
」（
一
四
・
一
％
）、「
年
齢
・

図表３　今の仕事に関する満足度（D.I.）　n=3104

資料出所：JILPT「第 2 回日本人の就業実態に関する総合調査」から

満足（計） 不満（計） 無回答 D.I.

◆賃金、収入 35.9 41.8 1.3 -5.9

うち正規従業員 36.6 42.1 1.2 -5.6

うち非正規従業員 35.3 41.5 0.8 -6.2

◆労働時間、休日・休暇 48.8 29.4 1.3 19.4

うち正規従業員 44.0 33.8 1.2 10.2

うち非正規従業員 56.2 22.8 0.9 33.4

◆仕事の量 38.9 29.3 1.4 9.5

うち正規従業員 33.9 33.7 1.2 0.2

うち非正規従業員 46.2 23 1.0 23.2

◆仕事内容 47.5 21.6 1.3 25.9

うち正規従業員 44.7 23.7 1.3 21.0

うち非正規従業員 51.5 18.8 0.8 32.8

◆作業環境 45.4 25.3 1.4 20.2

うち正規従業員 46.3 25.4 1.2 20.9

うち非正規従業員 44.0 25.7 1.1 18.3

◆職場の人間関係 43.2 28.2 1.2 15.0

うち正規従業員 43.1 26.2 1.2 16.9

うち非正規従業員 36.5 44.2 1.9 -7.7

◆雇用・就業の安定性 48.0 18.2 1.4 29.7

うち正規従業員 53.3 16.8 1.3 36.5

うち非正規従業員 40.1 20.8 1.0 19.3

◆仕事に役立つ能力や知識を身につける機会 34.1 21.6 1.5 12.5

うち正規従業員 37.8 20.8 1.2 16.9

うち非正規従業員 28.4 23.3 1.2 5.2

◆能力・実績に対する会社からの評価 27.4 28.1 1.4 -0.7

うち正規従業員 29.4 29.6 1.1 -0.2

うち非正規従業員 24.1 26.2 1.1 -2.1

◆今の仕事全体について 40.9 24.2 1.3 16.7

うち正規従業員 39.5 26.3 1.1 13.2
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勤
続
給
」（
六
・
三
％
）
の
ウ
エ
ー
ト
が
他
の

規
模
と
比
べ
て
顕
著
に
低
く
、
年
功
カ
ー
ブ

を
描
き
や
す
い
賃
金
項
目
の
見
直
し
が
進
ん

で
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
（
図
表
５
）。

　

注
目
す
べ
き
は
全
体
平
均
な
が
ら
非
管
理

職
と
管
理
職
の
「
職
能
給
」
と
「
職
務
給
」

の
構
成
ウ
エ
ー
ト
が
、
前
者
が
三
割
程
度
、

後
者
が
約
一
六
％
で
大
差
が
な
い
こ
と
だ
ろ

う
。
ま
た
、「
成
果
・
業
績
給
」
に
つ
い
て
も
、

非
管
理
職
と
同
様
に
全
体
で
一
割
に
満
た
な

い
が
、
一
万
人
以
上
で
は
一
五
・
二
％
と
若

干
高
い
割
合
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
点

と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
一
方
、一
〇
〇
～
九
九
九
人
の
中
堅
・

中
小
規
模
の
管
理
職
に
お
い
て
も
「
年
齢
・

勤
続
給
」
の
ウ
エ
ー
ト
が
二
割
程
度
に
の

ぼ
っ
て
お
り
、
他
の
従
業
員
規
模
よ
り
頭
一

つ
抜
き
ん
出
て
い
る
感
が
あ
る
。
管
理
職
に

お
い
て
も
、
同
規
模
で
の
賃
金
体
系
・
制
度

見
直
し
が
若
干
遅
れ
て
い
る
可
能
性
が
示
唆

さ
れ
る
。

　

管
理
職
の
賃
金
項
目
で
は
規
模
の
違
い
を

問
わ
ず
、「
役
割
・
職
責
給
」
が
二
～
三
割
を

占
め
、
ウ
エ
ー
ト
を
高
め
て
い
る
点
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

規
模
が
大
き
い
ほ
ど
「
役
割
・

職
責
給
」
が
高
い
割
合
に

　

こ
の
調
査
か
ら
指
摘
で
き
る
の
は
先
に
見

た
よ
う
に
、
賃
金
項
目
の
構
成
要
素
と
し
て
、

「
役
割
・
職
責
給
」
の
割
合
が
高
く
な
っ
て

お
り
、
制
度
見
直
し
の
方
向
性
を
示
唆
し
て

い
る
と
も
い
え
る
。

　

昨
年
末
に
確
認
さ
れ
た
政
労
使
会
議
の
文

書
に
あ
る
「
労
使
は
仕
事
・
役
割
、
貢
献
度

を
重
視
し
た
賃
金
体
系
と
す
る
こ
と
や
子
育

て
世
代
へ
の
配
分
を
高
め
る
方
向
へ
賃
金
体

系
を
見
直
す
こ
と
が
一
案
で
あ
る
。
若
年
層

に
つ
い
て
は
、
習
熟
期
間
で
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
て
安
定
的
な
昇
給
と
す
る
一
方
、
蓄
積

し
た
能
力
を
発
揮
し
付
加
価
値
の
創
出
が
期

待
さ
れ
る
層
で
は
、
個
々
人
の
仕
事
・
役
割
、

貢
献
度
を
重
視
し
た
昇
給
と
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
」
の
内
容
が
、
す
で
に
、
多
く
の

企
業
で
模
索
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す

デ
ー
タ
と
も
言
え
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
賃
金
体
系
が
変
化
し
て

き
た
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

次
の
有
識
者
ア
ン
ケ
ー
ト
で
多
方
面
か
ら
の

分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
ち
ら
に
譲
る

が
、
政
労
使
会
議
第
二
回
で
報
告
さ
れ
た
日

立
製
作
所
の
取
り
組
み
の
よ
う
に
、
賃
金
制

度
改
定
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
大
き
く
影
響
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
海
外
展
開
を
進
め

る
企
業
に
と
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
内
の
人
事
・

賃
金
制
度
や
評
価
基
準
を
統
一
す
る
動
き
は

こ
れ
か
ら
も
拡
大
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
一
般
に
企
業
が
賃
金
体
系
を

見
直
す
背
景
と
し
て
、
大
手
企
業
で
は
と
く

に
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
層
な
ど
が
企
業
内
の
中
堅

に
な
り
、
六
五
歳
ま
で
を
展
望
し
た
賃
金
体

系
の
再
構
築
と
い
う
大
き
な
課
題
に
直
面
し

て
い
る
状
況
が
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
に
つ

い
て
は
、
後
で
紹
介
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ー

バ
ー
・
モ
ニ
タ
ー
特
別
調
査
の
結
果
で
も
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

（
調
査
・
解
析
部
）

図表４　非管理職層の月例賃金の構成要素

図表５　管理職層の月例賃金の構成要素
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構成ウエート

非管理職層 職能給 職務給 役割・ 
職責給

成果・ 
業績給

年齢・ 
勤続給 その他 計

全　体 33.4 16.8 10.9 9.0 25.4 4.5 100.0

従
業
員
規
模

99 人以下 18.8 29.9 15.9 11.1 14.7 9.6 100.0
100 ～ 299 人 32.4 17.2 8.7 9.8 27.6 4.4 100.0
300 ～ 999 人 36.2 13.9 11.2 8.0 27.2 3.5 100.0
1000 ～ 9999 人 37.1 17.2 16.8 7.4 16.7 4.8 100.0
1 万人以上 37.0 8.9 27.1 3.8 9.8 13.5 100.0

構成ウエート

管理職層 職能給 職務給 役割・ 
職責給

成果・ 
業績給

年齢・ 
勤続給 その他 計

全　体 30.3 15.7 22.4 9.4 18.4 3.8 100.0

従
業
員
規
模

99 人以下 22.9 30.0 19.9 4.4 12.4 10.4 100.0
100 ～ 299 人 30.4 15.2 20.8 9.5 20.6 3.5 100.0
300 ～ 999 人 30.8 14.2 22.9 9.0 19.9 3.2 100.0
1000 ～ 9999 人 33.0 15.4 29.4 10.6 9.0 2.6 100.0
1 万人以上 14.1 16.7 24.6 15.2 6.3 23.3 100.0


